
市
・
県
民
税
の
申
告

　
令
和
６
年
１
月
１
日
に
太
宰
府
市
内

に
住
所
が
あ
り
、
令
和
５
年
１
月
１
日

~
12
月
31
日
ま
で
に
収
入
が
あ
っ
た
人

は
、
３
月
15
日
㈮
ま
で
に
市
・
県
民
税

の
申
告
が
必
要
で
す
。

　
申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
人
へ
申
告

書
を
郵
送
し
ま
す
。
た
だ
し
、次
の
①
~

③
に
該
当
す
る
人
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

【
市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
い
人
】

①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
人

②
給
与
収
入
の
み
で
、
勤
務
先
か
ら
市

へ
給
与
支
払
報
告
書(
源
泉
徴
収
票
)

の
提
出
が
あ
り
、
内
容
に
変
更
が
な

い
人

③
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
の
み
で
、
扶

養
や
控
除
の
追
加
が
な
い
人

※

保
険
・
医
療
・
年
金
制
度
の
都
合
で
申

告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
提
出
方
法
は
３
つ
あ
り
ま
す
】

<
方
法
１
>
市
の
税
務
課
市
民
税
係
へ

記
入
し
た
申
告
書
と
必
要
書
類
を
郵
送

<
方
法
２
>
市
の
税
務
課
市
民
税
係
窓

口
で
記
入
し
た
申
告
書
と
必
要
書
類
を

専
用
箱
に
投
か
ん

<
方
法
３
>
市
の
申
告
会
で
申
告

会
場
　
市
役
所
４
階
大
会
議
室

期
間
　
２
月
26
日
㈪
~
３
月
15
日
㈮

(
土
・
日
曜
・
祝
日
を
除
く
)

※

期
間
中
、
市
役
所
１
階
税
務
課
で
は

申
告
相
談
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
。

受
付
時
間
　
午
前
９
時
~
午
後
３
時
30
分

注
意
事
項

・
混
雑
状
況
に
よ
り
早
め
に
終
了
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
例
年
、
初
日
や

各
日
の
午
前
中
が
混
雑
し
ま
す
。

・
駐
車
場
が
混
雑
す
る
た
め
、
公
共
交

通
機
関
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

・
居
住
地
区
で
期
日
を
分
け
て
い
ま
す

が
異
な
る
日
で
も
申
告
で
き
ま
す
。

連
絡
は
不
要
で
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告

【
筑
紫
税
務
署
の
確
定
申
告
会
場
】

会
場
　
イ
オ
ン
モ
ー
ル
筑
紫
野
　
３
階

イ
オ
ン
ホ
ー
ル

期
間
　
２
月
16
日
㈮
~
３
月
15
日
㈮

(
土
・
日
曜
・
祝
日
を
除
く
)

受
付
時
間
　
午
前
９
時
~
午
後
４
時

※

「
入
場
整
理
券
」(
当
日
配
付
ま
た
は

公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
事
前
発
行
)が
必

要
で
す
。

【
本
市
の
確
定
申
告
相
談
会
場
】

会
場
　
プ
ラ
ム
・
カ
ル
コ
ア
太
宰
府(
中

央
公
民
館
)４
階
多
目
的
ホ
ー
ル

期
間
　
１
月
31
日
㈬
~
２
月
２
日
㈮

受
付
時
間
　
午
前
９
時
~
午
後
４
時

対
象
者
　
65
歳
以
上

(
昭
和
34
年
１
月

１
日
以
前
生
)
で

収
入
が
年
金
・
給

与
の
み
の
人

定
員
　
各
日
先
着
１

２
０
人

チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
で

も
確
定
申
告
の
相
談

が
で
き
ま
す

【
国
税
庁
税
務
相
談

チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
】

Ａ
Ｉ
を
活
用
し
て

「
税
務
職
員
ふ
た
ば
」

が
質
問
に
答
え
ま
す
。

令和6年度（令和5年分）税の申告受付を開始します

市・県民税の申告：税務課 市民税係（☎内線330・331・336） ページID：26333
所得税の確定申告：筑紫税務署　☎（923）1400 手続き

地区ごとの市・県民税申告期日

期日 対象地区

26日㈪〜
28日㈬

29日㈭

北谷・内山・松川・三条・三条台
連歌屋・馬場・湯の谷・湯の谷西
大町・新町・白川・五条・秋山
五条西

五条台・東ヶ丘・星ヶ丘・梅香苑
緑台・高雄・高雄台・梅ヶ丘

1日㈮

4日㈪

水城・水城台・水城ヶ丘・国分
坂本・観世音寺・東観世

5日㈫〜
7日㈭

2月

3月

期日 対象地区

8日㈮

12日㈫

11日㈪
桜町・榎・榎寺・芝原・通古賀
都府楼

大佐野・つつじヶ丘・ひまわり台
大佐野台・向佐野・長浦台・吉松
青葉台

13日㈬〜
15日㈮

3月

申告・納税などの期限

申告・納税期限 3月15日㈮ 4月1日㈪

申告所得税・復興特別所得税 消費税・地方消費税（個人事業者）

口座振替日 4月23日㈫ 4月30日㈫

新型コロナウイルスワクチンの接種について
問い合わせ　 コールセンター☎0120（312）445
　　　　　　　　　元気づくり課（保健センター）☎（９２８）２０００　　（９２０）7143
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ページID：11706

FAX

【必要な書類を準備しましょう】

・市・県民税申告書

※市税務課市民税係窓口・ホーム

ページ（ページID：2405）で取得。

・令和5年中の所得がわかるもの

（年金や給与の源泉徴収票など）

・令和5年中に支払った健康保険料・

生命保険料・地震保険料などの控

除証明書

・本人確認書類（運転免許証、マイナ

ンバーカードなど）

・（医療費控除を申告する場合）医療

費通知・控除の明細書または病院

や薬局の領収書を集計したもの

※領収書原本のみは不可。ホーム

ページ（ページID：2405）に掲載

・（障害者控除を申告する場合）障害

者手帳など

・ 扶養や控除の申告に必要な書類

・（代理人の場合）代理人の本人確認

書類と委任状

いきいき情報センター１階
（線路沿いの入口から会場に進んでください）

ワクチン接種コールセンター（接種の予約・接種券の再発行・その他問い合わせ）

☎０１２０（３１２）４４５ 
平日：午前10時～午後6時、土曜日：午前９時～午後５時、日・祝：休業

現在のコロナワクチン接種（令和５年秋開始接種）

自己負担なしで接種できる期間

自己負担なしでコロナワクチン接種を受けることができるのは令和６年３月31日まで

２月・３月の集団接種

令和６年度のコロナワクチン接種（令和６年１月17日現在の情報です）

令和５年９月 20 日～令和６年３月 31 日まで

いきいき情報センター１階　（五条 3-1-1）

月に 1～ 2回程度

年に１回、 秋冬の時期を想定

あり （接種費用は未定）

接種回数 上記の期間に１人１回、追加接種 （３回目～７回目） をします。
（注意） 接種回数は、 年齢や基礎疾患の有無など個人によって異なります。

日程はホームページまたは

コールセンターで確認してください。

① 65 歳以上の人

② 60 ～ 64 歳で重症化リスクが高い人

（注意） 上記以外の人でも任意で接種を受けることができます。

期　間

実施日

会　場

接種時期

自己負担

接種対象

申告・納税はお早めに

太宰府市役所　代表電話 (921)2121  FAX (921)1601市ホームページアドレス　https://www.city.dazaifu.lg.jp/ 1011 広報だざいふ 2024.2 （令和 6 年）広報だざいふ 2024.2 （令和 6 年）


